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○大崎市訪問入浴サービス事業実施要綱 

平成２７年４月１日 

告示第７９号 

改正 平成２７年１２月１８日告示第２０６号 

平成２８年３月２２日告示第６０号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）第７７条第３項の規定に基づ

き，家庭において入浴することが困難な障害者及び障害児（以下「障害

者等」という。）の身体の清潔の保持，心身機能の維持等を図るため，

当該障害者等に対して入浴のための支援を行う大崎市訪問入浴サービス

事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（事業実施主体等） 

第２条 事業の実施主体は，大崎市とする。 

２ 市長は，事業の一部を介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１

条に規定する指定居宅サービス事業者のうち，指定訪問入浴介護事業者

（以下「事業者」という。）に委託し，サービスを提供するものとする。 

（事業内容） 

第３条 事業は，訪問入浴車により障害者等の自宅に訪問し，入浴の介護

を実施するものとする。ただし，対象者の状況により全身入浴が困難な

場合，清拭又は部分入浴の介護を行うものとする。 

２ サービスの提供回数は，１週間に２回までの範囲内で定めるものとす

る。 

（対象者） 

第４条 事業を利用できる者は，市内に住所を有する障害者等であって，
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次の各号に掲げる要件に該当するものとする。ただし，介護保険法の給

付対象者は除くものとする。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち，その障害の

程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別

表第５号の１級又は２級に該当するもので，当該事業によらなければ

入浴が困難なもの 

（２） 医師が入浴可能と認めた者で，市長が認めたもの 

（利用申請） 

第５条 事業の利用を希望する者（以下「申請者」という。）は，訪問入

浴サービス事業利用（更新）申請書（様式第１号）に意見書（様式第２

号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（利用決定等） 

第６条 市長は，前条の規定により申請があった場合は，速やかにその内

容を審査し，利用の可否を決定し，訪問入浴サービス事業利用承認（不

承認）決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により利用を決定した者（以下「利用者」という。）

について，訪問入浴サービス事業利用者台帳（様式第４号）に登録する

ものとする。 

（許可の有効期間及び更新） 

第７条 利用許可の有効期間は，支給決定を行った日から当該日が属する

月の末日までの期間に１月から１年の範囲内で月を単位として定める期

間を合算して得た期間とする。 

２ 前項の有効期間満了後も引き続き事業の利用を希望する利用者は，当

該有効期間満了の１月前までに更新の申請をしなければならない。 

３ 第５条の規定は，前項の更新の申請について準用する。 
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（許可の変更及び廃止） 

第８条 利用者は，次の各号のいずれかに該当するときは，訪問入浴サー

ビス事業変更（廃止）届（様式第５号）により，速やかに市長に届け出

なければならない。 

（１） 氏名，住所等に変更があったとき。 

（２） 事業の利用を廃止しようとするとき。 

（決定の取消し） 

第９条 市長は，利用者が次の各号のいずれかに該当するときは，利用の

決定を取り消すことができる。 

（１） 第４条の規定に該当しなくなったとき。 

（２） 不正又は偽りの申請により利用の許可を受けたとき。 

（３） その他利用を不適当と認めたとき。 

２ 市長は，前項の規定により利用の決定を取り消したときは，訪問入浴

サービス事業利用登録取消通知書（様式第６号）により利用者に通知す

るものとする。 

（利用の方法） 

第１０条 利用者は，事業を利用しようとするときは，事業者に訪問入浴

サービス事業利用決定通知書を提示して契約のうえ，事業を利用するも

のとする。 

（利用料） 

第１１条 利用者は，利用料として，利用回数に別表の委託基準額を乗じ

て得た額の５パーセントを事業者に支払うものとする。ただし，１円未

満の端数が生じた場合は，１円未満を切り上げるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，利用者が次の各号のいずれかに該

当するときは，利用料を無料とする。 

（１） 利用者及びその配偶者（利用者が１８歳未満の場合は，保護者
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の属する世帯全員）が市民税非課税であるとき。 

（２） 利用者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保

護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）による支援給付者であるとき。 

（委託料） 

第１２条 第２条第２項の規定による事業の委託料は，別表の委託基準額

から前条の利用料を減じた額とする。 

２ 事業者は，サービスを提供した月の翌月１０日までに，前項の委託料

に係る請求書に当該月に係る訪問入浴サービス事業実施報告書（様式第

７号）を添えて市長に提出しなければならない。 

（尊守事項） 

第１３条 事業者は，サービスの提供に際して，次の各号に掲げる事項を

尊守しなければならない。 

（１） 利用者に病状の急変が生じた場合，速やかに主治医等への連絡

を行う等の必要な処置を講じるとともに，利用者の家族のほか市長等

に速やかに連絡すること。 

（２） 利用者からの苦情に迅速，かつ，適正に対応すること。 

（３） 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，証拠書類

を整備し，かつ，当該帳簿及び書類を事業完了後５年間保管しなけれ

ばならない。 

（４） 利用者の人格を尊重するとともに，正当な理由なく業務上知り

得た情報を漏らさないこと。 

（５） 必要に応じて利用者の健康状態の聴取を行い，その状態の把握

に努めること。 

（その他） 
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第１４条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに，大崎市訪問入浴サービス事業実施

要綱（平成１８年３月３１日制定）の規定によりなされた処分，手続そ

の他の行為は，それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみな

す。 

附 則（平成２７年１２月１８日告示第２０６号） 

この告示は，行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規

定の施行の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２２日告示第６０号） 

この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 


